
 

横 手 市 公 告 第 ２ 号  

 

 

自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 市 有 財 産 賃 貸 借 契 約 に つ い て 、次 の と お り 一

般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）

第 １ ６ ７ 条 の ６ 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 告 す る 。  

 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日  

 

                  横 手 市 長  髙  橋   大  

 

１  入 札 に 付 す る 事 項  

（ １ ） 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 市 有 財 産 賃 貸 借 契 約  

（ ２ ）設 置 場 所 、設 置 台 数 及 び 仕 様 等 は「 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 市

有 財 産 貸 付 物 件 一 覧 表 」「 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 市 有 財 産 賃 貸

借 仕 様 書 」 の と お り 。  

２  入 札 参 加 者 資 格  

（ １ ）地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ）第 １ ６ ７ 条 の ４ 第

１ 項 各 号 及 び 第 ２ 項 各 号 の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

(２ )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法  

律 第 7 7 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 又 は 第 ２ 条 第 ６ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 員 で な い こ と 。ま た 、暴 力 団 と 密 接 な 関 係 を 有 し

な い こ と 。  

（ ３ ） 横 手 市 の 指 名 停 止 期 間 中 又 は 入 札 参 加 資 格 停 止 期 間 中 で な い こ

と 。  

（ ４ ） 市 区 町 村 税 の 滞 納 が な い こ と 。  

（ ５ ） 法 人 に あ っ て は 横 手 市 内 に 本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 を 有 し 、 個 人  

に あ っ て は 横 手 市 内 で 業 を 営 ん で い る こ と 。  

３  契 約 書 案 そ の 他 入 札 に 必 要 な 書 類 を 示 す 日 時 及 び 場 所  

（ １ ） 期 間  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） か ら ２ 月 ９ 日 （ 月 ） ま で  

（ 土 曜 日 、日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５



時 １ ５ 分 ま で  

（ ２ ） 場 所  横 手 市 中 央 町 ８ 番 ２ 号  横 手 市 財 務 部 財 産 経 営 課  

４  入 札 参 加 申 込 手 続 き  

（ １ ） 期 間  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） か ら ２ 月 ９ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時

ま で 必 着  

 （ ２ ） 場 所  横 手 市 中 央 町 ８ 番 ２ 号  横 手 市 財 務 部 財 産 経 営 課  

 （ ３ ） 必 要 書 類  

   ① 個 人 の 場 合  

入 札 参 加 申 込 書 、誓 約 書 、住 民 票 抄 本（ 写 し 可 ）、市 区 町 村 税

納 税 証 明 書（ 直 近 年 度 分 、写 し 可 )、印 鑑 登 録 証 明 書（ 写 し 可 ） 

   ② 法 人 の 場 合  

入 札 参 加 申 込 書 、誓 約 書 、商 業 登 記 簿 謄 本（ 写 し 可 ）、市 区 町  

村 税 納 税 証 明 書 (直 近 年 度 分 、写 し 可 )、印 鑑 証 明 書（ 写 し 可 ） 

５  入 札 の 手 続 き  

（ １ ） 入 札 は 簡 易 書 留 又 は 特 定 記 録 郵 便 に よ る 郵 送 に よ り 行 う 。 

（ ２ ） 期 間  入 札 参 加 資 格 確 認 通 知 書 到 着 後 か ら  

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で 必 着  

（ ３ ） 場 所  横 手 市 中 央 町 ８ 番 ２ 号  横 手 市 財 務 部 財 産 経 営 課  

（ ４ ） 必 要 書 類  入 札 書 、 く じ 値  

６  開 札  

 （ １ ） 日 時  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ６ 日 （ 木 ） 午 後 ４ 時 か ら  

 （ ２ ） 場 所  横 手 市 役 所  本 庁 舎 ５ 階  第 ６ 委 員 会 室  

７  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

免 除  

８  入 札 の 無 効  

  次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 無 効 と す る 。  

 （ １ ） 入 札 に 参 加 す る 資 格 の な い 設 置 事 業 者 の 入 札  

 （ ２ ） 同 一 の 入 札 物 件 に ２ 以 上 の 入 札 を し た 者 の 入 札  

 （ ３ ）同 一 の 入 札 物 件 に 他 の 設 置 事 業 者 の 代 理 人 を 兼 ね 、又 は ２ 以 上  

の 代 理 を し た 者 の 入 札  

 （ ４ ） 入 札 に 際 し て 談 合 等 に よ る 不 正 行 為 が あ っ た 入 札  

 （ ５ ）入 札 書 の 記 載 事 項 欠 落 、判 読 で き な い 入 札 、入 札 金 額 を 訂 正 し  



た 入 札  

 （ ６ ） 記 名 押 印 を 欠 く 入 札  

 （ ７ ） そ の 他 指 定 し た 以 外 の 方 法 に よ る 入 札  

９  そ の 他  

詳 細 に 関 し て は 、横 手 市 財 務 部 財 産 経 営 課（ 電 話 ０ １ ８ ２ － ３ ５ －

２ １ ６ ８ ） に 照 会 の こ と 。  


